
■周南市地域がつながるこどもの居場所づくり支援補助金　よくある質問（Q＆A)

No. よくある質問・回答

Q1

こども食堂で食事を提供しながら、学習支援や体験活動を行う場合、補助金は

「こども食堂型」と「居場所型」の両方を申請できるか。また、申請書は１枚

で良いか、それぞれ提出が必要か。

A1

同日・別日、いずれの開催方法でも両方を申請できます。

団体や会計帳簿が同じである場合は、原則一緒に申請してください。年度途中

から、活動を追加される場合は、変更申請の手続きを行う必要があります。

Q2 どのような活動が「体験の提供」にあてはまるか。

A2

「こどもが体験すること」が目的であれば、キャンプ・農作物の収穫・遊びな

ど、様々な活動があてはまります。

ただし、こどもが行う活動が「食事（飲む・食べる）」に限られる場合は、食

事の提供を主な活動とする「こども食堂型」の居場所とみなします。

Q3
料理教室や野外炊飯など、こどもが「食事」と「体験」の両方を行う活動は、

「こども食堂型」か「居場所型」か。

A3

原則、主とする活動（いずれか一方）で申請してください。

ただし、「食事の提供」と「体験の提供」をするために、それぞれ必要な経費

がある場合は、両方の申請を認めます。

（例）食事の準備（食材料費）で1万円以上の支出見込みがあり、さらに体験活

動を提供するために講師謝金（報償費）が必要な場合　など

※「こども食堂型」は年3回以上、「居場所型」は年6回以上の開催が対象で

す。

Q4 「居場所型」で調理や食事をするとき、食品衛生上の手続きが必要か。

A4

【届出が不要な場合】

・調理する人と食べる人が同じ（皆で作って、皆で食べる場合を含む）

【届出が必要な場合】

・調理する人以外が食べる（こども食堂の活動を除く）

※活動をグループ分けするなどして、調理に関わらない人が食べる場合は、届

出が必要になる場合があります。詳しくは周南健康福祉センター（周南環境保

健所）の食品衛生班（☎0834-33-6426）にお問い合わせください。

※こども食堂については衛生管理の責任者（食品衛生責任者の資格等を有する

者または食品衛生責任者養成講習会等を受講した者）を設けることが定められ

ています（「山口県こども食堂登録制度実施要綱」参照）。

※本制度においては、開設初年度及び機能強化年度に限り、食品衛生責任者養

成講習会の受講料を補助対象として認めます。
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Q5
「学習支援」や「体験の提供」の活動中に、お菓子やジュースを配るのは補助

対象になるか。

A5

補助対象になります。

※事前に保護者の了解を得ていない飲食物を提供する場合は、食物アレルギー

に注意してください。こども本人がアレルギーを把握していない場合がありま

す。

※こども食堂を除き、手作りの食べ物やジュースを提供する場合は原則届出が

必要です。詳しくは周南健康福祉センター（周南環境保健所）の食品衛生班

（☎0834-33-6426）にお問い合わせください。

Q6 かき氷や焼き芋を作るのは調理になるか。

A6

調理となる可能性が高いです。コップにジュースを注ぐだけでも調理とみなさ

れる場合がありますので、個別には周南健康福祉センター（周南環境保健所）

の食品衛生班（☎0834-33-6426）にお問い合わせください。

Q7 大規模加算を申請したい。

A7

運営費の大規模加算は、実績として、18歳以下のこどもが50人以上参加した場

合にのみ、変更申請で補助金の追加交付（変更交付決定）を行います。

事業完了前（概算）でのお支払いはできませんので、実績報告前にご相談くだ

さい。

Q8
「こども食堂型」と「居場所型」の補助金を両方とも申請する。例年の実績か

ら、大規模加算の対象になる見込みのため、計算方法を教えてほしい。

A8

【同日開催の場合】

・こども食堂型（回数×5,000円）で計算します。

※開催規模（延べ参加人数）に対する加算のため、居場所型の加算（回数×

2,500円）と併用不可

【別日開催の場合】

・こども食堂型の日は回数×5,000円、

　居場所型の日は回数×2,500円でそれぞれ計算します。

※補助金の額は、合計から千円未満の端数を切り捨て

Q9
お米や洗剤などのまとめ買いをしたとき、1回あたりの支出が1万円を超えるこ

とがあるが、大丈夫か。

A9
すべての事業完了後に実績報告のため、1回あたりの支出額にバラつきがあって

も大丈夫です。
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Q10 4月当初の活動のために、3月に買い物をしても良いか。

A10

補助対象期間は交付申請を行った日から翌年3/31までです。交付申請は4/1以

降にしか提出できないので、4月の活動のために、3月に買い物をしても補助の

対象外になります。

※補助金以外の財源（参加費や助成金、寄付金など）から買い物をされるのは

差し支えありません。
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